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前 文   

 蒲郡市は、三河湾の海岸線に沿って東西に長く、平野を取り巻くように山地が分

布しており、平野部を走る JR 東海道本線、名鉄西尾・蒲郡線を軸として、まとま

った市街地が形成されています。そこへ通じる交通機関として、路線バス、タクシ

ーなどがあります。 

一方、市北部の山間部地域をはじめとして公共交通空白地域が広がっており、こ

の空白地域の解消のため、地域公共交通総合連携計画（平成２６年３月）を定め、

平成２７年４月よりコミュニティバスの導入を行いました。 

 「蒲郡市地域公共交通事業の推進に係る行動『指針』（以下「指針」という。）」は、

地域公共交通総合連携計画を地域公共交通網形成計画に見直しを行う際、交通施策

の実効性を高め、計画を補完するものとして、交通利用者・市民・交通事業者・行

政等の関係者が連携し、それぞれの役割を担い、行動すべき基本的事項を定めてお

くことが求められたため、蒲郡市地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）に

おいて平成２８年１月に策定しました。 

他方、蒲郡市の最上位計画である「第五次蒲郡市総合計画」が令和３年６月に策

定されたことをふまえ、総合計画に基づく市の交通施策を推進するため市の交通計

画を見直し、同年７月より新しい「蒲郡市地域公共交通計画（以下「交通計画」と

いう。）」のもとで、現在、地域公共交通事業を推進しています。 

 

蒲郡市の交通計画に基づく地域公共交通事業を適切に推進するために制定した

指針をここに改定し、「子どもや高齢者らが安心して移動することのできる公共交

通体系の構築」、「地域で創り、守り、育てあげる持続性の高い公共交通体系の構築」

を目指します。 

 

 

 

○交通利用者・市民・交通事業者・行政の役割分担・連携イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運行委託 

・改善要望 

・利用・協力 

・運行サービスの提供 

・運営・運行のアドバイス 

・収支報告 

交通利用者・市民 

蒲郡市 
交通事業者 

サービスメニューの提案 

運行委託・政策目標 

・新規路線・改善案の提案 

・状況報告 

・運行支援 

・地域の検討補助 

・情報提供 蒲郡市 

地域公共交通会議 
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第１条 目的 

 本指針は、蒲郡市の地域公共交通の交通利用者・市民・交通事業者・行政等の関

係者における役割分担や共有すべき考え、進むべき方向性など、基本的事項を定め

ることにより、蒲郡市の地域公共交通の関連事業を適切に推進することを目的とし

ます。 

 

 

第２条 指針の位置づけ 

本指針は、交通計画を補完するもので、交通利用者・市民・交通事業者・行政等

の関係者の役割分担や行動等に関する規定について、交通会議で協議し策定するも

のです。 

交通計画で具体的に示していない「関係者の役割分担（第４条）」、「支線バス事業

のモニタリング方法（第５条）」などの規定を明文化し、「地域公共交通の活性化及

び再生に関する法律（以下、地活再生法）」の第６条５項で定める「尊重規定（交通

会議で合意された事項は、構成員はその協議の結果を尊重しなければならない）」を

関係者が実行できるように整理し、共有するものです。 

 

 ○指針の位置づけ 

 

 

 

  

〇交通計画で定めていない事項を規定化
「蒲郡市地域公共交通事業の推進に係る行動『指針』」
・地活再生法に基づき設置された法定組織（交通会議）にて規定
・交通利用者・市民・交通事業者・行政等の関係者の行動規定
（地活再生法の尊重規定を実行できるように明文化）

〇市の最上位計画
「第五次蒲郡市総合計画」

〇交通施策の分野別計画
「蒲郡市地域公共交通計画」
・地活再生法に基づく法定計画
・計画期間内に実行する施策を定める
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第３条 取組体制 

蒲郡市では、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の規定に基づき、地域に

おける需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利

便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議

するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５

９号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき、交通計画の作成に関する

協議及び交通計画の実施に係る連絡調整を行うため、交通会議を設置しています。 

 当該指針は、交通会議における関係者の総意により定めたもので、本指針に基づ

き地域公共交通関連事業を適切に推進します。 

 

 

 ○公共交通に関する協議推進体制 

 

（上部組織） 

【蒲郡市地域公共交通会議】 

 

（下部組織）  

地域コミュニティバス連携協議会 公共交通ネットワーク検討委員会 

○各地区でのコミュニティバスの運行につい

て、状況や利用促進策等を展開する組織。 

○各地区交通協議会の役員により組成。代表

者が蒲郡市地域公共交通会議へ出席する。 

○地域公共交通の確保維持のため、関係者の

連携のあり方を示す行動『指針』の見直し

や、各種事業の取組運営状況の評価・協議

する組織。 

○蒲郡市地域公共交通会議の関係委員等（地

域住民・事業者等）により組成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区公共交通協議会 

○形原地区公共交通協議会など、交通空白地の

解消のため新たな交通サービスを協議・構

築・運営する組織。 

○中学校区単位を目安に、地域住民代表者（総

代会長等）により組成。 
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第４条 関係者の役割分担 

 地域公共交通の政策は、税金を投入しながら行政が輸送サービスを提供し、住民

は利用する運賃を通して、サービスの維持に関わります。 

 蒲郡市、交通利用者・市民、交通事業者等の関係者はいわば「共同経営者」であ

り、「より良い地域公共交通」サービスを維持するために、一体となって取組むこと

が求められます。 

  

〇関係者の役割分担について 

主体 役割 

蒲郡市 市民生活部 

交通防犯課 

 

 

・蒲郡市地域公共交通会議の開催・運営 

・地域公共交通計画の策定・推進支援 

・市民や交通事業者、関係部局など関係者の意見調整 

・公共交通に関する広報周知やモビリティ・マネジメントの実施 

・運行経費の一部負担（運行委託・運行補助等の対応） 

・名鉄西尾・蒲郡線の利用促進支援 

・名鉄西尾・蒲郡線対策協議会の対応 

産業振興部 

観光商工課 

・蒲郡市観光まちづくりビジョンの推進（周遊性拡大・にしがま線を

活用した観光プログラム創出等） 

都市開発部 

都市計画課 

・立地適正化計画の推進（コンパクト・プラス・ネットワークの推進） 

・都市計画マスタープランの推進（バスステーションの整備による乗

り継ぎ利便性の向上等） 

市民福祉部 

福祉課・長寿課 

・障がい者や高齢者等のニーズに応える、安心して移動できる移動手

段の維持 

交通 

利用者・

市民 

住民 ・継続した利用促進の取組み 

・地域公共交通マネジメントへの積極的な参加 

・使いやすい公共交通実現のための利用者の立場からの提案 

商業者・病院等 ・公共交通の乗り入れ協力 

・利用促進への積極的な協力 

・広告等による事業協力 

交通事業者 ・安全で快適な輸送サービスの提供 

・地域公共交通計画に対する提案と助言 

・地域公共交通計画に沿った事業運営 

・地域や行政との連携・協調関係の構築 

・ニーズ把握、サービス改善、経費削減努力 

県 ・総合的なアドバイス 

・名鉄西尾・蒲郡線の存続に対する検討支援 

国 ・総合的なアドバイス 

・広域幹線を維持する補助金制度の継続 

資料：国土交通省「地域公共交通の確保・維持・改善に向けた取組マニュアル」（平成 24 年 3

月）を参考に作成 
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第５条 地域公共交通のモニタリングと事業改善 

 

１ 公共交通に対する財政支援についてのモニタリング方法 

鉄道・バス・タクシーチケット等の事業別財政支援状況のモニタリングによる評

価と結果の公表（情報開示）、運賃収入を増やすための利用促進策の検討、財政投入

限度（キャップ）を設定した事業見直しルールの設定等、蒲郡市の財政支援のあり

方や適切性について、交通計画に基づく地域公共交通に関する PDCA を通して交

通会議においてモニタリングします。 

 

２ 支線バス事業のモニタリング方法 

（１）交通空白地解消のための新規路線開設の基本原則について 

 地域の要請に基づき、交通会議にて協議・開設する新しい地域公共交通（交通計

画で定める支線バス）の導入時のルールを下記に定めます。 

 支線バスの導入にあたっては、導入する地域意見の反映、事業開始後の利用促進

策など、地域の主体的な事業参画が求められるため、「地域の事業推進体制（地区公

共交通協議会）」の設置を基本原則とします。 

 地区公共交通協議会での協議を通して、事業構築・運行開始・モニタリングを行

い、事業継続の必要性、事業改善案などについて協議します。 

 交通会議において、地区公共交通協議会の取組み結果を報告し、交通会議にて継

続運行、事業改善などについて協議することとします。 

 

○新たな支線バスの導入における運用ルール（フロー）イメージ 
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（２）支線バスの評価項目と事業継続・改善・廃止ルール 

 「交通空白地における支線バスを維持・改善するための基準・ルール」を設定  

します。 

 

評価項目 

 収支率、利用者数の実績値（増減）、地域意向の把握、地域住民の事業に対する満

足度など 

 

【収支率】 

 将来にわたる事業の継続性を担保するため、路線ごとに収支率の努力目標値を

設定します。 

 収支率の蒲郡市全体の最低水準は１０％（蒲郡市及び周辺自治体の自主運行バス

等の収支率実績の平均値（愛知県 2019 年調査）を参考に設定）とし、支線バス運行地

区において、実績等を鑑み１０％以上の独自の目標値を設定します。 

  収入費目は、運賃だけを対象とせず、広告収入などのその他収入も想定します。 

 

 【利用者数】 

  路線ごとに、利用者数の実績値を把握し、主にその増減によって評価します。

社会情勢を鑑みた上で、実績を基に利用者数の増加を目指します。 

 

 【地域意向】 

  地域における支線バスの継続運行への意向を把握します。 

 

 【満足度】 

  車内で実施する利用者アンケート等により把握します。 

 

 

評価方法 

 以上の評価項目から、事業継続・見直し・廃止等を総合的に判断します。 

地区公共交通協議会において、事業評価結果をもとに自己評価を行い、事業改善

の方向性について確認します。 

自己評価結果を交通会議に報告することで、事業の維持・改善に取り組みます。 
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〇交通空白地における支線バスの維持・改善・廃止ルール 
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第６条 その他（指針の改定等） 

 指針については、交通会議にて必要に応じて見直しを行うものとします。 

 指針に定めるもののほか、指針の施行に関し必要な事項は、蒲郡市地域公共交通

会議会長が別に定めます。 

 

 

附  則 

 指針は、平成 28 年 1 月から施行します。 

附  則 

 指針は、平成 30 年 4 月から施行します。 

附  則 

 指針は、令和 3 年 11 月から施行します。 
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第５条 地域公共交通のモニタリングと事業改善 

 

１ 公共交通に対する財政支援についてのモニタリング方法 

鉄道・バス・タクシーチケット等の事業別財政支援状況のモニタリングによる評

価と結果の公表（情報開示）、運賃収入を増やすための利用促進策の検討、財政投入

限度（キャップ）を設定した事業見直しルールの設定等、蒲郡市の財政支援のあり

方や適切性について、交通計画に基づく地域公共交通に関する PDCA を通して交

通会議においてモニタリングします。 

 

２ 支線バス事業のモニタリング方法 

（１）交通空白地解消のための新規路線開設の基本原則について 

 地域の要請に基づき、交通会議にて協議・開設する新しい地域公共交通（交通計

画で定める支線バス）の導入時のルールを下記に定めます。 

 支線バスの導入にあたっては、導入する地域意見の反映、事業開始後の利用促進

策など、地域の主体的な事業参画が求められるため、「地域の事業推進体制（地区公

共交通協議会）」の設置を基本原則とします。 

 地区公共交通協議会での協議を通して、事業構築・運行開始・モニタリングを行

い、事業継続の必要性、事業改善案などについて協議します。 

 交通会議において、地区公共交通協議会等の取組み結果を報告し、交通会議にて

継続運行、事業改善などについて協議することとします。 

 

○新たな支線バスの導入における運用ルール（フロー）イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地
区
公
共
交
通
協
議
会
設
置 

地
域
の
ニ
ー
ズ
把
握 

運
行
形
態
の
検
討
・路
線
の
設
計 

運
行
開
始 

事
業
評
価
に
よ
る
改
善
・見
直
し 

改
善
策
検
討 

① 

利
用
促
進
・増
収
策 

② 

減
便
・路
線
縮
小 

廃
止 

変更案（一部） 



6 

 

（２）支線バスの事業評価項目と事業継続・改善・廃止ルール 

 「交通空白地における支線バスを維持・改善するための基準・ルール」を設定  

します。 

 

評価項目 

 収支率、利用者数の実績値（増減）、地域意向の把握、地域住民の事業に対する満

足度など 

 

【収支率】 

 将来にわたる事業の継続性を担保するため、路線ごとに収支率の努力目標値を

設定します。 

 収支率の蒲郡市全体の最低水準は１０％（蒲郡市及び周辺自治体の自主運行バス

等の収支率実績の平均値（愛知県 2019 年調査）を参考に設定）とし、支線バス運行地

区において、実績等を鑑み１０％以上の独自の目標値を設定します。 

  収入費目は、運賃だけを対象とせず、広告収入などのその他収入も想定します。 

 

 【利用者数】 

  路線ごとに、利用者数の実績値を把握し、主にその増減によって評価します。

社会情勢を鑑みた上で、実績を基に利用者数の増加を目指します。 

 

 【地域意向】 

  地域における支線バスの継続運行への意向を把握します。 

 

 【満足度】 

  車内で実施する利用者アンケート等により把握します。 

 

 評価方法 

 以上の評価項目から、事業継続・見直し・廃止等を総合的に判断します。 

地区公共交通協議会等において、事業評価結果をもとに自己評価を行い、事業改

善の方向性について確認します。 

自己評価結果を交通会議に報告することで、事業の維持・改善に取り組みます。 

 

 

なお、市長からの要請として、市民サービスの公平性、サービス水準の見直しな

どの観点から、公共交通ネットワークの充実、交通空白地の解消、高齢者や障がい

者等の外出支援などを目的とした施策を実施する場合があります。交通会議におい

て、その施策の適切性を、交通計画との整合性や蒲郡市全体の公共交通ネットワー

クとの連続性などの視点から評価するものとします。 
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〇交通空白地における支線バスの導入・維持・改善・廃止ルール 
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第６条 その他（指針の改定等） 

 指針については、交通会議にて必要に応じて見直しを行うものとします。 

 指針に定めるもののほか、指針の施行に関し必要な事項は、蒲郡市地域公共交通

会議会長が別に定めます。 

 

 

附  則 

 指針は、平成 28 年 1 月 14 日から施行します。 

附  則 

 指針は、平成 30 年 3 月 26 日から施行します。 

附  則 

 指針は、令和 3 年 11 月 19 日から施行します。 

附  則 

 指針は、令和 4 年●月●日から施行します。 

 

 

 

 


